
みなかみ町まちづくり団体活動支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、みなかみ町まちづくり基本条例（平成２０年みなかみ町条例第３１号）

第１６条第２項の規定に基づき、まちづくりを支え合う自主的及び主体的なコミュニティ

活動を支援するため、積極的、自発的な発案による地域の課題解決のためのまちづくり

事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付について

は、みなかみ町補助金等に関する規則（平成１７年みなかみ町規則第２８号）に定めるもの

のほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、主たる活動の場が町内にあるＮＰＯ法人及びまちづくり活動を実

施する団体とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象者とはし

ない。 

 (1) 行政区、商工会、観光協会、農業協同組合及び株式会社等の団体 

 (2) 宗教活動及び政治活動を目的とした団体 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団若しくはその構成員（暴

力団の構成団体の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制下に

ある団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいずれ

にも該当する事業とする。 

 (1) 町内において積極的、自発的な発案により地域の課題を解決しようとする事業 

 (2) 営利を目的としない事業 

 (3) 公益的な事業 

（補助対象経費、補助金の額） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、当該補助事業 

に要する経費のうち別表に定める項目とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の５分の４以内で、千円未満を切り捨てとし、２０万円を

限度とする。 

３ 前項に規定する補助対象経費は、国県等の補助金等の財源がある場合は、その額を差

し引いた控除後の額とする。 

（補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書（様式第１号）

に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（補助金交付決定） 

第６条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めた

ときは、補助対象者（以下「補助事業者」という。）へ補助金交付決定通知書（様式第２

号）を通知するものとする。 

２ 町長は、補助金交付決定通知書に必要があると認めるときは、条件を付することがで



きる。 

（変更承諾申請書） 

第７条 補助事業者は、前条の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請の内容を変

更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書（様

式第３号）に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合は、町長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに実績報告書（様式第４号）に必要な書類

を添えて町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 町長は、実績報告書により補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式

第５号）を補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 補助金交付確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに補助金交付請求書（様式

第６号）に必要な書類を添えて町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。 

２ 町長は、補助金の額の決定前においても相当の理由があると認めるときは、補助事業

者に対し、前金払又は概算払をすることができる。 

３ 補助事業者は、既に確定額を超えて補助金の交付決定を受けているときは、確定額を

超えている部分に相当する額を町長の定める期間内に返還しなければならない。 

（補助金交付の取消し） 

第１１条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 不正の手段により補助金を受けたとき 

 (２) 補助金を他の用途に使用したとき 

 (３) 補助金交付の条件に違反したとき 

（補助金の返還） 

第１２条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既

に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２３年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第４条関係） 

経費項目 対象となる経費 

報 償 費 講師等への謝礼等 

旅   費 
講師等の交通費 

会議等に出席するための交通費 

講師等の宿泊費等 

消 耗 品 費      
事務用品・コピー用紙等の消耗品 

花苗代・軍手等の消耗品等 

印刷製本費 コピー代・チラシ等の印刷代等 

会 議 費 
会議のお茶代 

講師等の弁当代等 

研 修 費 勉強会・研修会等の経費 

役 務 費 
切手代 

振込手数料等 

保 険 料 イベント・ボランティア保険等 

委 託 料 
イベント等の会場設営費等 

※業者へ委託しないとできない場合に限る 

使用料及び賃借料 
会場使用料 

物品等の賃借料等 

原 材 料 費      材料費等 

備品購入費 
事業に必要な備品購入費等 

※５万円未満で総事業費の３０％を超えないこと 

そ の 他 その他町長が必要と認めたもの 

 

  


